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令和元年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

令和元年12月２日（月） 

                                           

（午前９時30分 開議） 

○議長（土井裕美子君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

                     

○議長（土井裕美子君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（土井裕美子君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の

規定により、議長において、２番 垣内さん、

６番 辻本さんの２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（土井裕美子君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は13人であ

ります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙の

順序により発言を許します。 

 順番１、４番 森下さん。 

〔４番（森下伸吾君）登壇〕 

○４番（森下伸吾君）おはようございます。 

 今まで35回目の一般質問となりますが、トッ

プバッターというのは初めてでございまして、

少々緊張しておりますが、しっかりと質問をさ

せていただきたいというふうに思います。 

 ただ今、議長のお許しをいただきましたので、

通告に従い一般質問を行わせていただきます。 

 今回の一般質問、１項目めとしまして、地域

を守る建設土木工事の担い手を育てる公共工

事の平準化についてお聞きいたします。 

 近年、大規模震災、大規模水害、また、大規

模風害と、想定を超える自然災害が頻発してい

ます。これらの自然災害に対し、住民の安全を

確保し、被害を最小限に食いとめるためには、

地域の建設土木事業者の協力が必要不可欠で

す。 

 少子高齢化、人口減少社会において、地域の

人材確保が年々厳しくなっている中で、建設業

界の活性化による担い手確保のためには、公共

工事の平準化が必要であります。 

 公共工事の平準化により、地元の労働者、技

術者、技能者は年間を通じて安定的に仕事がで

き、計画的な休日取得なども可能になります。 

 また、事業者の機材の稼働率向上により重機

等の保有も促進され、地域の建設事業者の災害

への即応能力も向上します。 

 さらに、行政にとっても、発注職員等の事務

作業が一時的に集中することを回避すること

ができます。 

 そこで、地域を守る建設土木工事の担い手を

育てる公共工事の平準化について、当局のお考

えをお伺いいたします。 

 １、債務負担行為の積極的な活用について。 

 ２、ゼロ市債の活用について、現状と今後の

方針について。 

 ３、フレックス工期契約制度や早期契約制度

などを活用しての公共工事の柔軟な工期の設

定について、現状と今後の方針について。 

 ４、公共工事の速やかな繰越手続きについて。 

 次に、２項目めとなりまして、セーフティプ

ロモーションスクール認証制度の普及促進に

ついてお聞きいたします。 

 セーフティプロモーションスクールとは、大

阪教育大学附属池田小学校で23名の児童及び

教員が殺傷された事件の教訓を踏まえ、同大学



－11－ 

の藤田大輔教授が、世界保健機構（ＷＨＯ）の

地域安全推進協働センターによる国際規格で

あるインターナショナルセーフスクールを参

考にしながら創設した制度であり、組織、方略、

計画、実践、評価、改善、共有、この七つの指

標に基づいた安全推進の取り組みを継続的に

実施している学校を、同大学の日本セーフティ

プロモーションスクール協議会が認証します。 

 このセーフティプロモーションスクールの

活動では、学校に学校安全コーディネーター等

を中心とする学校安全委員会を設置し、地域の

専門家などと連携、協働するチーム学校を実践

することを特徴としています。 

 そして、このチーム学校としての学校安全委

員会は、各学校における学校安全の推進に係る

中期目標、中期計画の設定とその着実な運用、

いわゆるＰＤＣＡＳ、プラン、計画、ドゥー、

実践、チェック、評価、アクション、改善、シ

ェア、共有のサイクルの展開を支援し、児童生

徒、教職員、ＰＴＡや地域の人々が連携、協働

して、学校の安全を推進していこうとする制度

です。 

 そこで、児童生徒の命を守る学校安全の取り

組みとしてのセーフティプロモーションスク

ールを市として積極的に学校へ推進していく

べきだと考えますが、当局のお考えをお伺いい

たします。 

 以上、壇上からの私の１回目の質問といたし

ます。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さんの質問

項目１、地域を守る建設土木工事の担い手を育

てる公共工事の平準化に対する答弁を求めま

す。 

 総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）おはようございます。 

 地域を守る建設土木工事の担い手を育てる

公共工事の平準化についてお答えします。 

 公共工事につきましては、全国的に年度内で

の工事量の偏りが大きく、年度当初は工事量の

少ない閑散期となる一方で、年度末は公共工事

の工期末が集中し、工事量の多い繁忙期となる

傾向にあり、本市の工事発注においても、全国

の傾向と同様に、年度内の工事量に偏りがある

状況です。 

 発注者が工事の発注調整を行い施工時期を

平準化することで、年間を通して工事量が安定

し、人材、資機材の有効活用など建設事業者の

経営の健全化が図られ、建設業の働き方改革や

担い手の確保、災害時の即応能力の向上などの

効果が期待できます。 

 本年６月、公共工事の品質確保の促進に関す

る法律が改正され、債務負担行為や繰越明許費

の活用等により施工時期の平準化を図ること

が発注者の責務として明記されました。 

 施工時期は地元からの要望や関係機関との

調整が大きく影響するため、調整が困難な面は

ありますが、本市におきましても法改正の趣旨

にのっとり、施工時期の平準化に取り組む必要

があります。 

 本市ではこれまで平準化を目的とした債務

負担行為やゼロ市債を活用した事例はありま

せんが、今後は工期が短期間の工事においても、

ゼロ市債を含む債務負担行為の活用や、繰越事

由が発生した段階での早期の繰越手続きなど、

予算執行上による対応を調整してまいります

ので、議案提案の際には市議会のご理解をお願

いいたします。 

 また、フレックス工期契約制度や早期契約制

度など、受注者において柔軟な工期の設定が可

能とした工事は現在導入しておりませんが、今

後、他の自治体の先行事例を参考として、導入

に向けて調査・研究してまいります。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん、再質

問ありますか。 

 ４番 森下さん。 
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○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

ご答弁いただきましたので、再質問をさせてい

ただきます。 

 平準化に向けては取り組む必要があるとい

うことでございましたので、あえて再質問する

ことはないかなとは思うんですが、もう少し具

体的にお伺いしたいと思います。 

 先ほどの答弁の中でも、やっぱり本市でも工

事発注に偏りがあるというふうなご答弁であ

ったとは思いますが、具体的に言いますと、ど

ういった偏りがあるのか、少し教えていただけ

ればと思います。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）年間を通して工事発

注を行っているわけなんですけども、どうして

も年度当初の４月から６月については、予算の

ほうが単年度というのが基本になっておりま

すので、契約手続き等に日数を要しますので、

４月から６月の発注件数はどうしても低くな

るというふうな状況にあります。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）本市でもやはり４月から

６月の発注が低くなっているということであ

りまして、また数字のほうは担当課に行って聞

かせていただこうとは思います。 

 先ほどの答弁にありましたように、本年６月

に公共工事の品質確保の促進に関する法律が

改正されまして、平準化を図ることが発注者、

つまり市行政の責務と明記されました。 

 そこで、その方法として四つほど挙げさせて

いただきました。債務負担行為、ゼロ市債の活

用、フレックス工期契約の制度、早期契約の制

度、公共工事の速やかな繰越手続きということ

でございましたが、本市では、まだこういった

ことは行っておらないということでございま

すので、これから、全ての案件がこれに当ては

まるかとは思いませんが、可能な案件は調整し

て導入していくということであったと思いま

すので、私もまたその行方を見守っていきたい

というふうに思いますが、もう少し、担当課は

わかっていただいているところもあると思い

ますが、わかっていただくためにも、国土交通

省のほうでも同じような資料が出ております

ので、その点も踏まえてお話をさせていただき

たいというふうに思います。 

 資料を使ってお話をさせていただきます。国

土交通省の資料になりますが、これは債務負担

行為の活用についてであります。 

 従来の発注といいますと単年度であります

から、その発注の年度の中で設計積算発注とい

うことで、年度内に終えるというのが今までの

従来の方法でありましたが、債務負担行為をど

んどん活用して、年度を超えても債務負担行為

をしたり、前年度に設計積算をして、債務負担

行為をして次年度に持ち越すというようなこ

とを活用していきなさいというような国のこ

とでありました。この場合、ゼロ市債なんかも

使ってということであります。 

 ゼロ市債、なかなか聞きなれない言葉であっ

たので私も調べてみたんですが、新年度に発注

する工事を前年度中に、こういうふうに債務負

担行為を設定して、現年度に入札、契約を締結

することによって、新年度早々に工事を着手す

ることが可能となるんですが、債務負担行為を

設定する年度には、この前の年度には前払い金

等の支払い、支出はなく、つまり０であって、

翌年度以降の支出となることからゼロ市債と

いうふうに言われているということでありま

す。こういったことも取り組んでいけばという

ことでありました。 

 ほかの市町村を見てみますと、政令指定都市

では17団体、市町村では384団体もこのような

債務負担行為をもう活用しているところがご

ざいます。 

 次に、柔軟な工期の設定については、フレッ

クス方式というのもございまして、本来ですと、
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このように工期を、発注者が工事の始めと終わ

りを、全体工区管内で選択できる方式というこ

とで、受注者が、受けた建設業者のほうが後期

の初めの時期を指定することができる余裕期

間を持たしているということであります。 

 これによって資材の面とか人材の面を確保

できるということでありまして、和歌山県も実

際このフレックス方式を、工期を使っていると

いうことでもございました。 

 さらには繰越手続き、何らかの事由が発生し

たときに、工期の内容の変更によることを見越

して、年度内に固執することなく、必要な日数

を見込んで繰り越しをするというようなこと、

そういったことをほかの各市町村でもこのよ

うなことを、速やかな繰越手続きも行っておる

ということでございました。 

 あとは積算の前倒しというのもございまし

た。従来ですと、詳細設計を前年度にやって、

そのあと新年度になってから積算をやって発

注して工事にかかるということでありますが、

積算の前倒し、前年度に積算のほうまでを完了

しておって、新年度になって即発注にかかれる

というような取り組みもされておるというこ

とでございました。 

 平準化の効果としましては、発注者、もちろ

ん市としては、人材、資材の効率的な活用の促

進による入札不調、不落の対策や、中長期的な

公共工事の担い手の確保の対策、発注職員等の

事務作業が一時的に集中することを回避でき

るということもございますし、受注者、受ける

ほうの建設業界にとっても、人材、資材の実働

日数の向上等によって、建設業の企業経営の健

全化や労働者の処遇改善、特に年度末になりま

すと、やはり休日もなく働いているというよう

なことがないような、そういった休日の確保に

もつながってまいりますし、先ほども申しまし

たように、建設業の機械保有等の促進が、災害

によって即応能力が上がるということでもご

ざいますので、こういった意味でも平準化に取

り組むということが大事だということで、国土

交通省のほうが通達を出してきているという

ことであります。 

 先ほどの答弁の中で少しだけお伺いしたい

と思うんですが、債務負担行為の積極的な活用

の中で、大きな工事、幹線道路とかそういった

橋梁とかという場合ですと、やはり年度をまた

ぐ債務負担行為というのも設定することもあ

ると思うんですが、生活道路とか舗装工事とか

修繕工事や上下水道管の工事とか、そういった

ことに関しても債務負担行為を設定して発注

することも可能であるとお考えでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）現状ですと、例えば

国の予算に合わせてですとか、工期が複数年に

わたる場合に債務負担行為を設定していると

いうようなことですけれども、当然、今、議員

言われたように、そういった比較的工期の短い

工事においても、議会の議決は必要ですけれど

も、そういった手続きを踏んで債務負担行為を

活用するというのは十分可能であるというふ

うに思っております。 

 それと、先ほど、年の初めの件数について、

私、答弁ができていなかったんですけども、発

注の状況でいきますと、平成30年で年間の発注

件数は64件で、４月から６月で19件ということ

で、29.69％というふうな数字になっておりま

す。 

 それと、平準化率というのを出しておりまし

て、年度の平均稼働件数を分母に、分子で４月

６月期の平均稼働件数で割った数字でいきま

すと、橋本市の場合、平成30年で0.61というよ

うなことになっております。 

 全国の市町村の平均が0.55ですので若干高

いんですけれども、国なんかで言いますと0.85

ですので、国と比べるとまだまだ低いというよ

うな状況になっております。 
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○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 そういった意味ではやはりこれから取り組

んでいただきたい案件ではあると思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 公共工事入札については、この点は理事も専

門分野でいらっしゃいますので、平準化に向け

て、もし理事のご所見などがございましたら、

お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）理事。 

○理事（久保 進君）今、いろいろお話があっ

たわけなんですけれども、まず、平準化するの

に、先ほど総務部長のほうからもありましたよ

うに、単年度予算というのはどうしてもひっか

かってくる。それについてその繰越手続きとか

をすれば、確かに後ろへ移っていって、４月か

ら６月の稼働も可能になるというのはわかる

んですけども、ただ、そこで無理やり後ろへず

らして、早くできる工事を遅くするというのは、

ちょっと私としては疑問のあるところです。 

 それから、あとフレックスの話なんかも、

少々遅くなってもいい工事はいいかとは思う

んですけれども、できるものについてはやって

いったらいいとは思うんですけれども、その辺

はちょっとまた考えていくべきことかなとい

うふうに思います。 

 それから、あと、先ほど積算を年度末と言わ

れましたけども、それについては、年度が変わ

ると単価が変わるんです。安い単価でやってい

ただけるのであれば、そういうことも可能かな

というふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。

突然、お聞きして申しわけなかったです。 

 そういったこともこれから協議していって

いただく中で平準化をしていただき、本市にお

いても地域の実情に応じて、より一層の市民の

安心安全のためにも、さらには、建設業界の健

全化のためにも、一層の発注、施工時期等の平

準化に向けて取り組みを進めていただきます

ことを要望いたしまして、一つ目の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、セ

ーフティプロモーションスクール認証制度の

普及促進に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）おはようございます。 

 セーフティプロモーションスクール認証制

度の普及促進についてお答えします。 

 日本セーフティプロモーションスクール協

議会は平成26年10月に設立され、我が国独自の

学校安全の考え方を基盤とする包括的な安全

推進を目的として構築された取り組みを進め

ています。 

 学校安全委員会の設置や中期目標、中期計画

の設定、年間安全計画の策定等、七つの指標に

基づいた安全推進の取り組みを継続的に実施

している学校が、日本セーフティプロモーショ

ンスクールとして認証されています。 

 平成27年に、大阪教育大学附属池田小学校を

はじめ３校の小・中学校が認証されました。10

月30日現在、国内では14校の小・中学校が認証

されており、７校の小・中学校が申請中です。 

 本市の各学校では、これまでも安全対策とし

て防災教育マニュアルを策定し、火災や地震の

発生を想定した避難訓練や、警察と関係機関が

連携した交通安全教室や防犯教室、学校薬剤師

による薬物乱用防止教室などを通じて、子ども

の危険に対する理解を深めさせるとともに、防

災意識を高め、自分の命を守る能力の育成を図

っているところです。 

 また、地震や不審者の侵入等、危険発生時に

おいて、学校が適切に対応できるよう体制の整

備にも努めております。 
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 学校施設についても、学校安全指導計画に基

づき定期的に点検を行っており、修繕が必要な

場合は教育委員会と連携を図っているところ

です。 

 通学路については、橋本市通学路交通安全プ

ログラムを策定し、学校、警察、道路管理者等

の関係機関と協議し合同点検を実施するなど、

安全対策を講じています。また、子どもの登下

校については、見守り隊などの地域住民ボラン

ティアに協力をいただき、学校・家庭・地域が

一体となって通学路の安全確保を図っていま

す。 

 このように、セーフティプロモーションスク

ールの基本的な考え方は本市の取り組みと共

通している点が多くあること、また、教員の多

忙化等、学校現場の状況に鑑み、セーフティプ

ロモーションスクール認証制度の導入ではな

く、これまでどおり、共育コミュニティやコミ

ュニティスクール等と連携した地域と一体と

なった学校安全の取り組みを推進していきた

いと考えています。 

 ただし、セーフティプロモーションスクール

の先進事例等については積極的に各学校に情

報提供し、安全対策に生かしていきます。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん、再質

問ありますか。 

 ４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）それでは、再質問をさせ

ていただきたいと思いますが、先ほどのご答弁

の中で、各学校に防災教育マニュアルを策定し

ているということがありましたが、もうそれは

全ての学校に策定をされているということで

よろしいでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）はい。全ての学校に策

定されています。教育計画に記載されています。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）その防災教育マニュアル

というのは、どちらかというと、地震などのい

わゆる災害に対してのマニュアルではないか

なというふうに思います。日常生活における事

故の防止や不審者の侵入等による危険等に明

文化されたものではないのではないのかなと

思うんですが、その点いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）防災教育マニュアルに

つきましては、地震だけに特化されているので

はなくて、不審者等が侵入した場合、どのよう

な対応をしていくか、また、登下校中の、例え

ば地震等に遭遇した場合、子どもはどうすべき

か、教職員はどうしていくか、そういうところ

まで記載されています。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 そこの辺、記載されておるということではご

ざいましたが、やはり学校の全体的な安全を図

るためには地域との連携も必要になってまい

ります。 

 先ほどのご答弁にありましたように、共育コ

ミュニティやコミュニティスクールというこ

とにおいても、各学校によっては、熱心なとこ

ろもあれば、そうでないようなところもござい

まして、温度差があるのではないかと思います

が、その点の共育コミュニティやコミュニティ

スクールに対しての学校それぞれはもう状況

的には同じようなものでございますか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）コミュニティスクール

については、本年度、規則化されて、まさに始

まったところです。スタートラインから一歩出

たところと私は思っています。ただ、共育コミ

ュニティについては、もうさまざまな取り組み

をしています。 

 各学校の温度差ということになりますと、確

かに温度差はあると私は思います。ただ、これ

から先、より一層充実していくように、例えば
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もう、有機的といいますか、機能して、しっか

りと地域、そして、子どもたちの安全とかそう

いうところに反映できるように取り組んでい

く、ますます必要があると思っています。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 そういった共育コミュニティやコミュニテ

ィスクール、そういった面でも取り組んでいた

だいております共通すること、このセーフティ

プロモーションスクールと共通することもあ

るんですが、やはり、安全な学校づくりという

面では、学校独自はあると思うので、それぞれ

にあると思うんですが、やはり、共通的なそう

いった指針が必要ではないのかなというふう

に思って、こういうふうなことも今回質問させ

ていただきました。 

 ちょっと資料を見ていただければというふ

うにも思いますので、画面のほうを見ていただ

ければと思いますが、ちょっと見にくいですが、

セーフティプロモーションスクールには七つ

の指標というのがございます。 

 先ほどもありましたように、組織、方略、計

画という形で、具体的にこうしていきなさいと

いうようなことが明記されております。これに

沿って計画を立てるということで進めていけ

ばいいということでございます。 

 こういった活動マトリックスというのに、そ

れぞれ、例えば生活安全に対して安全教育・管

理・連携ということでプラン、実践、評価とい

うような、こういった表を埋めていくというこ

とが示されておりますので、各学校において共

通的な、そういった安全対策はとれるのではな

いかなというふうにも思います。 

 細かいようですが、例えば、今、認証を受け

られている、学校のそういった活動マトリック

スを見てみますと、例えば、中期目標で養護教

員によるけがの統計に基づいた傷害発生箇所

及び児童と教員が行う安全点検による校内の

危険箇所の把握と校内環境の改善に努めると

いうような目標を立てて、実際に、ではどうし

ていきますかという中期計画を立てます。けが

の発生率を３年間で10％減少させるとか、教職

員、児童、ＰＴＡが参加する校内環境の安全点

検を年間２回以上行うというような具体的な

内容を明記していきます。 

 これによって、本来、学校における安全点検

というのは、やはりどうしても教職員任せとす

る人ごと意識ということになってしまうと思

うんですが、こうやって児童とかＰＴＡとか父

兄とかに自ら学校安全に参加してもらうとい

う共感と協働を基盤とする我がごと意識へと

意識改革を促すことにもすごくいいのではな

いかなというふうに思います。 

 こういったことを受けて、平成27年３月の衆

議院の予算委員会では、総理大臣から大変先進

的な取り組みであるということも言われてお

りますし、同じく文部科学委員会では、文部科

学大臣から極めて意義深い制度であるという

ようなことも言っていただいて、評価していた

だいております。 

 そういった意味で、先ほどの答弁にもござい

ましたが、やってみたいよというような学校が

あれば、校長先生とかにそういう情報を提供さ

れて進めていくことに関しては、教育委員会と

しては問題はございませんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）セーフティプロモーシ

ョンスクールの目的というのは、教職員、児童

生徒、それから保護者、さらには、子どもの安

全にかかわる地域の機関や人々が、学校安全の

重要性を共感し、そして、チーム学校として組

織的かつ持続可能な学校安全の取り組みが着

実に協働して実践され展開される条件が整備

されている学校ということで、目的として、私

たちが今、橋本市内の学校が取り組んでいるこ

とと何ら差は、違いはありません。 
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 現在、先ほどもお話しさせていただきました

ように、学校や地域の実情に応じたさまざまな

取り組みを行っていますが、どの学校も安全教

育の目標や年間計画、防災教育マニュアル等が

策定されています。市内小・中学校、同じ方向

性で取り組みを進めています。 

 しかしながら、先ほど議員ご提案のセーフテ

ィプロモーションスクール認証制度について

は、今後さらに調査していくとともに、好事例

等については積極的に各学校に周知してまい

ります。 

 ただ、各学校、先ほども答弁の中でお話しさ

せていただきましたように、さまざまな取り組

みを求められています。当然、子どもの安全安

心というのは一番基本にあることだと思って

いますが、この取り組みによって、例えば、学

校安全コーディネーターの設置、そして、この

コーディネーターがさまざまな機関で講習等

をしていく、また、文書・書類の作成等、これ

がスムーズにできるかできないか、これも判断

しながら各学校長に紹介してまいりたいと思

います。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）先ほどから教育長のお話

にあるように、確かに教職員、今、いろいろな

ことをやっていかなければならない多忙化に

あるということは重々わかっております。ただ、

やはり、学校の安全なくして教職員の働き方改

革もないというふうに思います。 

 子どもの安全のためには、そこに関しては労

苦を惜しまないよという先生方も確かにいら

っしゃると思いますので、そのあたりはこちら

で判断するのではなしに、しっかりと問いかけ

ていただきたいというふうに思います。 

 先ほど出し忘れた資料があるので、１個だけ

資料を見ていただければと思います。 

 これは文部科学省が令和２年度概算要求で

出してきた資料でございますが、この右下の学

校安全推進事業に対して、セーフティプロモー

ションの考え方に基づく組織的な学校安全推

進の体制の構築ということで、予算を概算要求

しております。３億3,300万円の計上をしてお

ります。 

 ですので、概算要求ですから、これが通るか

どうかはこれからだと思いますが、またこの予

算が通りましたら、改めてまた一般質問させて

いただきたいというふうに思いますので、それ

まで日本セーフティプロモーション協議会と

連携をとったりとか、そういった面で情報収集

もしていただきたいなと思うんですが、その点

いかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）情報収集に努めてまい

ります。 

 先ほどもお話しさせていただきましたよう

に、各学校の勤務状況、そして、このセーフテ

ィプロモーションスクールを受けた場合の、い

ろいろな増える仕事量といいますか、単純に言

いますと、増える仕事量等を勘案しながら、各

学校に好事例については紹介して、そして、校

長のリーダーシップのもと、これを受けるとい

う場合はそういう形で教育委員会も後押しと

いいますか、していきたいと、そう思っていま

す。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）よろしくお願いします。 

 教員の働き方改革につきましては、11月に市

長とともに要望活動を我々議員も行ってまい

りましたが、その際にも、働き方改革に取り組

んでいきますというような取り組みも、今進め

ているんだというお話を教育部長もお聞きし

たと思いますので、そういった面、もしまた働

き方大学もしっかりと我々もお訴えさせてい

ただきたいと思います、またはっきりと決まり

ましたら。 

 そうやって要望に生かしていただいて、逆に
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国から、こういったことが、橋本市として取り

組んでいますかというふうに、私も逆に宿題を

いただいて今回質問をさせていただいたわけ

で、少々内容的にも難しい内容でありますが、

即取り組めるものではないと思いますので、今

後、調査・研究をやっていただいて、この２点

に関しましては進めていただければなという

ふうに希望いたしまして、私の一般質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さんの一般

質問は終わりました。 

     


